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議
案
第
三
号 

 
 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
条
の
二
第
二
項
中
「
又
は
」
の
下
に
「
当
該
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
金
額
の
う
ち
法
第
三
百
十
四
条
の
九
第
二

項
後
段
に
規
定
す
る
還
付
を
す
べ
き
金
額
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
の
同
項
の
」
を
「
の
前
項
の
」
に
、
「
若
し
く
は
区
民
税
に
充
当

し
」
を
「
、
区
民
税
若
し
く
は
森
林
環
境
税
を
納
付
し
、
若
し
く
は
納
入
し
」
に
、
「
に
充
当
す
る
」
を
「
を
納
付
し
、
若
し
く
は

納
入
す
る
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を

「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。 

２ 

前
項
又
は
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
し
た
前
項
又
は
法
第
三
百
十

七
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
者
が
当
該
前
年
の
中
途
に
お
い
て
次
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
当
該
給

与
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
前
年
の
最
後
に
提
出
し
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
）
に
記
載
し
た
事
項
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と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
給
与
所
得
者
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
又
は
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
前
項
又
は
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
方
法
」
を
「
方
法
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

森
林
環
境
税
は
、
区
民
税
の
均
等
割
を
賦
課
し
、
及
び
徴
収
す
る
場
合
に
併
せ
て
賦
課
し
、
及
び
徴
収
す
る
。 

第
二
十
九
条
中
「
及
び
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
都
民
税
額
」
の
下
に
「
及
び
森
林
環
境
税
額
」
を
加
え
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に

よ
り
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
「
均
等
割
額
」
の
下
に
「
（
こ

れ
と
併
せ
て
賦
課
徴
収
を
行
う
森
林
環
境
税
額
を
含
む
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
に

お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
合

算
額
の
」
を
「
合
算
額
を
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
四
条
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
通
知
に

よ
つ
て
」
を
「
通
知
に
よ
り
」
に
、
「
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
」
を
「
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

市
町
村
徴
収
金
関
係
過
誤
納
金
と
み
な
し
て
、
同
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

当
該
市
町
村
徴
収
金
関
係
過
誤
納
金
に
よ
り
」
に
、
「
に
充
当
す
る
」
を
「
を
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
を
委
託
し
た
も
の
と

み
な
す
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
「
及
び
均
等
割
額
」

の
下
に
「
（
こ
れ
と
併
せ
て
賦
課
徴
収
を
行
う
森
林
環
境
税
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
五
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
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を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
方

法
に
よ
つ
て
」
を
「
方
法
に
よ
り
」
に
、
「
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
」
を
「
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
市
町
村
徴
収
金
関
係
過
誤
納
金
と
み
な
し
て
、
同
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
当
該
市
町
村
徴
収
金
関
係
過
誤
納
金
に
よ
り
」
に
、
「
に
充
当
す
る
」
を
「
を
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
を
委
託
し
た

も
の
と
み
な
す
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
六
条
第
二
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
納
期
限
前
七
日
」
を
「
納
期
限
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
リ
ツ
ト
ル
」
を
「
リ
ッ
ト
ル
」
に
、
「
キ
ロ
ワ
ツ
ト
」
を
「
キ
ロ
ワ
ッ
ト
」
に
、
「
及
び
」
を

「
、
」
に
改
め
、
「
三
輪
の
も
の
」
の
下
に
「
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
一

条
第
一
項
第
十
三
号
の
六
に
規
定
す
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
」
を
加
え
る
。 

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
納
期
限
前
七
日
」
を
「
納
期
限
」
に
改
め
る
。 

付
則
第
四
条
第
一
項
中
「
令
和
六
年
度
」
を
「
令
和
九
年
度
」
に
改
め
る
。 

付
則
第
五
条
の
三
を
削
る
。 

付
則
第
五
条
の
三
の
二
第
四
項
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
三
十
五
」
に
改
め
、
同
条
を
付
則
第
五
条
の
三
と
す
る
。 

付
則
第
五
条
の
七
第
三
項
を
削
る
。 

付
則
第
六
条
第
二
項
中
「
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
七
項
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第
三
項
」
に
、

「
三
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
を
「
三
輪
以
上
の
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
三
年
四
月
一
日
か
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ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
四
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限

り
」
を
削
り
、
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
、
当
該
初
回
車
両

番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
」
に
、
「
第
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
」
を
「
同
条
第
一
項
第
二
号
ア
中
「
三
千
九
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
千
円
」
と
、
「
六

千
九
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
千
五
百
円
」
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
八
項
」

を
「
附
則
第
三
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
四
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
」
を
削
り
、
「
令
和
五
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す

る
年
度
の
翌
年
度
分
」
に
、
「
第
四
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
」
を
「
同
条
第
一
項
第
二
号
ア
中
「
三
千
九
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
千
円
」
と
、
「
六
千
九
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
五

千
二
百
円
」
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。 

付
則
第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
三
十
五
」
に
改

め
る
。 

 

付
則
第
十
一
条
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
改
め
る
。 

付
則
第
十
七
条
中
「
。
次
条
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。 
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一 

第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
（
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
特
別
区

税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
付
則
第
六
条
の
二
第
三
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
） 

令
和
五
年
七
月
一
日 

 

二 
第
二
十
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
二
十
七
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定

並
び
に
第
二
十
九
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
六
、
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第

四
十
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
付
則
第
五
条
の
三
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条
第
四
項
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
三

十
五
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
付
則
第
六
条
の
二
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
並
び
に
付
則
第
三
条
第

一
項
（
新
条
例
付
則
第
六
条
の
二
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
の
規
定 

令
和
六
年
一
月
一
日 

三 

第
二
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
次
条
第
二
項
の
規
定 

令
和
七
年
一
月
一
日 

 

（
区
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
規
定
中
区
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
六
年

度
分
以
後
の
年
度
分
の
区
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
区
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

新
条
例
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
文
京
区
特
別
区
税
条
例
第
二

十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給
与
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
提
出
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
給
与
に
つ
い
て
提
出
し
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

新
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
エ
及
び
付
則
第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自

動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
文
京
区
特
別
区

税
条
例
付
則
第
五
条
の
三
及
び
第
五
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
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性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 
新
条
例
付
則
第
五
条
の
三
第
四
項
の
規
定
は
、
付
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

新
条
例
付
則
第
六
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
四
年
度
分

ま
で
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し

ま
す
。 



7 

 

議
案
第
四
号 

 
 

 

文
京
区
都
市
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
都
市
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
都
市
計
画
審
議
会
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
四
号
中
「
区
民
」
を
「
公
募
区
民
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。 

 

四 

区
内
関
係
団
体
の
推
薦
に
よ
る
者
（
区
民
に
限
る
。
） 

四
人
以
内 

 
 

 
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

文
京
区
都
市
計
画
審
議
会
に
新
た
な
委
員
を
加
え
る
と
と
も
に
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
五
号 

 
 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 

別
表
第
一

31
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

   
  

   

    

2 の 35 

建
築
基
準
法
第
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
高
さ

に
関
す
る
特
例
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

建
築
物
の
高
さ
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料 

十
六
万
円 

許
可
申
請
の
と
き
。 

 

2 の 31 

建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
六
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
建
築
物

の
容
積
率
に
関
す
る
特
例
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
認
定
申
請
手
数
料 

二
万
八
千
円 

認
定
申
請
の
と
き
。 

 

2 の 38 

建
築
基
準
法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
高
さ

に
関
す
る
特
例
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

高
度
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
の
特
例
許

可
申
請
手
数
料 

十
六
万
円 

許
可
申
請
の
と
き
。 

 

別
表
第
一

35
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

あ
別
表
第
一

36
の
項
中
「
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号
」
を
「
第
五
十
五
条
第
四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
表

38
の
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 
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別
表
第
一

50
の
項
及
び

51
の
２
の
項
中
「
建
築
さ
れ
る
」
を
「
お
い
て
建
築
等
を
す
る
」
に
改
め
、
同
表

52
の
項
及
び

52
の
２

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

        
 

       
 

   

2 の 52 52 

建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
物
の
新
築
又
は
増
築
等
に
関
す
る
特
例
の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査 

建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の

新
築
又
は
増
築
等
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

公
告
対
象
区
域
内
の
建
築
物
の
新
築
又
は
増
築

等
に
関
す
る
特
例
許
可
申
請
手
数
料 

公
告
対
象
区
域
内
の
建
築
物
の
新
築
又
は
増
築

等
の
認
定
申
請
手
数
料 

建
築
物
の
数
が
一

で

あ

る

場

合

に

あ
っ
て
は
二
十
三

万
八
千
円
、
建
築

物
の
数
が
二
以
上

で

あ

る

場

合

に

あ
っ
て
は
二
十
三

万
八
千
円
に
一
を

超
え
る
建
築
物
の

数
に
二
万
九
千
円

を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
額 

建
築
物
の
数
が
一

で

あ

る

場

合

に

あ
っ
て
は
八
万
二

千
円
、
建
築
物
の

数
が
二
以
上
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て

は
八
万
二
千
円
に

一
を
超
え
る
建
築

物
の
数
に
二
万
九

千
円
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
算
し
た

額 

許
可
申
請
の
と
き
。 

認
定
申
請
の
と
き
。 

 

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
） 

                   

１ 

 

都
市
低
炭
素
化
促

進
法
第
五
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に

よ
る
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画
の

認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査
あ
あ
あ

あ
あ 

１ 
申
請
に
併
せ

て

区

長

が

指

定
す
る
者
（
以

下
「
適
合
性
確

認
機
関
」
と
い

う
。
）
が
作
成

し

た

都

市

低

炭

素

化

促

進

法

第

五

十

四

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

し

て

い

る

こ

と

を

示

す

書

類

が

提

出

さ

れ

た

場

合

あ

あ
あ 

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
都
市
低
炭
素
化
促
進
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
別
表
第
一

24
の
２
の
項
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
係
る

計
画
に
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
す
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
部
分
ご
と
に
同
表
６
の
２
の
項
に
掲
げ

る
額
の
手
数
料
を
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
昇
降
機
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇

降
機
一
基
に
つ
い
て
同
表

24
の
４
の
項
又
は

24
の
５
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
）
の
手
数
料
を
加
え
た
額
） 

 

⑵ 

共
同
住

宅
等
（
共

同
住
宅
、

長
屋
そ
の

他
一
戸
建

て
住
宅
以

外
の
住
宅

を
い
う
。

以

下

同

じ
。
）
あ

あ
あ
な
ど 

 
 

 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅
（
人
の
居
住
以
外
の
用
途
に
供
す
る
部
分
を
有
し
な
い
も
の
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
） 

ア 

住
戸
の

部
分
（
人

の
居
住
の

用
途
に
供

す
る
部
分

に
限
る
。

以

下

同

じ
。
）
な

用
と
） 

建
築
物
の
総
戸
数
が
二
百
一
戸
以
上
三
百
戸
以
下

の
も
の 

建
築
物
の
総
戸
数
が
百
一
戸
以
上
二
百
戸
以
下
の

も
の 

建
築
物
の
総
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の

も
の 

建
築
物
の
総
戸
数
が
二
十
六
戸
以
上
五
十
戸
以
下

の
も
の 

建
築
物
の
総
戸
数
が
十
一
戸
以
上
二
十
五
戸
以
下

の
も
の 

建
築
物
の
総
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
も
の

あ 建
築
物
の
総
戸
数
が
二
戸
以
上
五
戸
以
下
の
も
の

あ 建
築
物
の
総
戸
数
が
一
戸
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 

十
七
万
円 

十
三
万
千
円 

八
万
二
千
円 

四
万
五
千
円 

二
万
七
千
円 

一
万
六
千
円 

九
千
四
百
円 

四
千
七
百
円 

四
千
七
百
円 

 

認

定

申

請

の

と

き

。

あ 

 

 

事 
 

務 

額 

名 
 

 

称 

徴
収
時
期 
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⑵
以
外
の
建

築 

ウ 
非
住
宅

の

部

分

（
住
戸
の

部
分
及
び

共
用
部
分

以
外
の
部

分

を

い

う
。
以
下

同
じ
。
）

あ 

イ 

共
用
部

分
（
住
宅

の
用
途
に

供
す
る
共

用
廊
下
、

共
用
階
段

そ
の
他
共

用
部
分
を

い
う
。
以

下
同
じ
。
）

あ
あ 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

二

万

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数
が
三
百
一
戸
以
上
の
も
の
あ
あ

あ 

八
万
円 

二
万
六
千
円 

一
万
六
千
円 

九
千
三
百
円 

二
十
万
円 

十
六
万
円 

十
二
万
六
千
円 

八
万
円 

二
万
六
千
円 

一
万
六
千
円 

九
千
三
百
円 

十
八
万
五
千
円 
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２ 

１
以
外
の
場

合
な
ど
な
ど
な

ど 

 

⑴ 

一
戸
建

て
住
宅
な

ど 

⑶ 

⑴
及
び

⑵
以
外
の

建
築
物
な

ど 

 

誘
導
仕
様
基
準
以
外
に
よ
る
場
合
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

誘
導
仕
様
基
準
（
住
宅
部
分
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失

の
防
止
に
関
す
る
誘
導
基
準
及
び
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関

す
る
誘
導
基
準
（
令
和
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
六
号
）
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合 

建
築
物
の
延
べ
面
積
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

あ 建
築
物
の
延
べ
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

一

万

平

方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ 

 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

二

万

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 

三
万
五
千
円 

二
万
千
円 

二
十
万
円 

十
六
万
円 

十
二
万
六
千
円 

八
万
円 

二
万
六
千
円 

一
万
六
千
円 

九
千
三
百
円 

二
十
万
円 

十
六
万
円 

十
二
万
六
千
円 
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を 

 
 

 

⑵ 

共
同
住

宅
等 

ア 

住
戸
の

部
分
増
山

増
山 

(ｲ) 

誘
導
仕

様
基
準
以

外
に
よ
る

場
合
あ
あ

あ
あ 

(ｱ) 

誘
導
仕

様
基
準
に

よ
る
場
合

あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
十
一

戸
以
上

二
十
五
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
六
戸

以
上
十

戸
以
下
の
も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
二
戸

以
上
五

戸
以
下
の
も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
一
戸

の
も
の

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
三
百

一
戸
以

上
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
二
百

一
戸
以

上
三
百
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
百
一

戸
以
上

二
百
戸
以
下
の
も

の
あ
あ

あ
あ
あ

あ 

 

建
築
物
の
総
戸
数

が
五
十

一
戸
以

上
百
戸
以
下
の
も

の
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
二
十

六
戸
以

上
五
十
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
十
一

戸
以
上

二
十
五
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
六
戸

以
上
十

戸
以
下
の
も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
二
戸

以
上
五

戸
以
下
の
も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
一
戸

の
も
の

あ 

十
三
万
七
千
円 

九
万
七
千
円 

六
万
九
千
円  

三
万
五
千
円 

三
十
九
万
円 

三
十
四
万
円 

二
十
六
万
千
円 

十
八
万
二
千
円 

十
二
万
円 

八
万
円 

五
万
六
千
円 

三
万
九
千
円 

二
万
千
円 
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イ 

共
用
部

分 

 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

二

万

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

 

建
築
物
の
総
戸
数

が
三
百

一
戸
以

上
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
二
百

一
戸
以

上
三
百
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
百
一

戸
以
上

二
百
戸
以
下
の
も

の
あ
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
五
十

一
戸
以

上
百
戸
以
下
の
も

の
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
二
十

六
戸
以

上
五
十
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ 

五
十
万
円 

四
十
二
万
九
千
円 

三
十
五
万
九
千
円 

二
十
八
万
円 

十
八
万
円 

十
三
万
八
千
円 

十
万
九
千
円 

六
十
万
円 

五
十
万
八
千
円 

三
十
八
万
五
千
円 

二
十
八
万
三
千
円 

十
九
万
七
千
円 

 

 



 

16 

                    

 
 

 

⑶ 

⑴
及
び

⑵
以
外
の

建
築
物 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

一

万

平

方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

建
築
物
の
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
く
ぁ

あ
あ 

建
築
物
の
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ ウ 

非
住
宅

の
部
分
増

山 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

二

万

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 

六
十
七
万
円 

五
十
四
万
六
千
円 

三
十
八
万
四
千
円 

三
十
万
円 

二
十
四
万
二
千
円 

九
十
万
円 

七
十
八
万
九
千
円 

六
十
七
万
円 

五
十
四
万
六
千
円 

三
十
八
万
四
千
円 

三
十
万
円  

二
十
四
万
二
千
円 
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２ 

 

都
市
低
炭
素
化
促

進
法
第
五
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に

よ
る
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画
の

変
更
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審
査

増
山 

 

１ 

申
請
に
併
せ

て
適
合
性
確
認

機
関
が
作
成
し

た
都
市
低
炭
素

化
促
進
法
第
五

十
四
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
を

示
す
書
類
が
提

出
さ
れ
た
場
合

出
さ
れ
た
場
合 

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
都
市
低
炭
素
化
促
進
法
第
五
十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
都
市
低
炭
素
化
促
進
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一

の
建
築
物
に
つ
い
て
別
表
第
一

24
の
２
の
項
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
係
る
計
画
に
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
す
る
部
分
が
含

ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
部
分
ご
と
に
同
表
６
の
２
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四
に

規
定
す
る
昇
降
機
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
い
て
同
表

24
の
４
の
項
又
は

24
の
５

の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
）
の
手
数
料
を
加
え
た
額
） 

 

⑵ 

共
同
住

宅
等
増
山

増
山 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 

 

ア 

住
戸
の

部
分
ま
す

や
ま 

建
築
物
の
延
べ
面
積
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

あ
あ 

建
築
物
の
延
べ
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数
が
二
百
一
戸
以
上
三
百
戸
以
下

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数
が
百
一
戸
以
上
二
百
戸
以
下
の

も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の

も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数
が
二
十
六
戸
以
上
五
十
戸
以
下

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数
が
十
一
戸
以
上
二
十
五
戸
以
下

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
も
の

あ 

 

建
築
物
の
総
戸
数
が
二
戸
以
上
五
戸
以
下
の
も
の

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数
が
一
戸
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 

十
二
万
二
千
円 

九
万
三
千
円 

五
万
八
千
円 

三
万
二
千
円 

一
万
九
千
円 

一
万
千
円 

六
千
六
百
円 

三
千
三
百
円 

三
千
三
百
円 

九
十
万
円 

七
十
八
万
九
千
円 

変

更

認

定

申

請

の

と

き
。 
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ウ 
非
住
宅

の
部
分
あ

あ 

イ 

共
用
部

分
あ
あ
あ

あ 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ 

 
当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

二

万

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数
が
三
百
一
戸
以
上
の
も
の
あ
あ

あ
あ 

五
万
六
千
円  

一
万
八
千
円  

一
万
千
円  

六
千
五
百
円 

十
四
万
円 

十
一
万
二
千
円 

八
万
八
千
円 

五
万
六
千
円 

一
万
八
千
円 

一
万
千
円  

六
千
五
百
円 

十
三
万
四
千
円 
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２ 

１
以
外
の
場

合 

 

⑵ 

共
同
住

宅
等
増
山

増
山 

⑴ 

一
戸
建

て
住
宅 

⑶ 

⑴
及
び

⑵
以
外
の

建
築
物
増

山 

 

ア 

住
戸
の

部
分 

誘
導
仕
様
基
準
以
外
に
よ
る
場
合
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
延
べ
面
積
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

あ 建
築
物
の
延
べ
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

一

万

平

方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ 

 

(ｱ) 

誘
導
仕

様
基
準
に

よ
る
場
合

あ 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

二

万

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
二
戸

以
上
五

戸
以
下
の
も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
一
戸

の
も
の

あ 

二
万
七
千
円 

一
万
五
千
円 

一
万
八
千
円 

一
万
五
千
円 

十
四
万
円 

十
一
万
二
千
円 

八
万
八
千
円 

五
万
六
千
円  

一
万
八
千
円 

一
万
千
円  

六
千
五
百
円 

十
四
万
円 

十
一
万
二
千
円 

八
万
八
千
円 
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(ｲ) 

誘
導
仕

様
基
準
以

外
に
よ
る

場
合
あ
あ

あ
あ 

 

建
築
物
の
総
戸
数

が
二
十

六
戸
以

上
五
十
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
十
一

戸
以
上

二
十
五
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
六
戸

以
上
十

戸
以
下
の
も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
二
戸

以
上
五

戸
以
下
の
も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
一
戸

の
も
の

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
三
百

一
戸
以

上
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
二
百

一
戸
以

上
三
百
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
百
一

戸
以
上

二
百
戸
以
下
の
も

の
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
五
十

一
戸
以

上
百
戸
以
下
の
も

の
あ
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
二
十

六
戸
以

上
五
十
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
十
一

戸
以
上

二
十
五
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
六
戸

以
上
十

戸
以
下
の
も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 

十
万
八
千
円 

七
万
四
千
円 

五
万
二
千
円 

三
万
七
千
円 

一
万
八
千
円 

二
十
七
万
八
千
円 

二
十
四
万
千
円 

十
八
万
四
千
円 

十
二
万
八
千
円 

八
万
五
千
円 

五
万
六
千
円 

四
万
円 
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ウ 

非
住
宅

の
部
分
あ

あ 

イ 

共
用
部

分 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

二

万

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

 

建
築
物
の
総
戸
数

が
三
百

一
戸
以

上
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
二
百

一
戸
以

上
三
百
戸
以
下
の

も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
総
戸
数

が
百
一

戸
以
上

二
百
戸
以
下
の
も

の
あ
あ

あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
総
戸
数

が
五
十

一
戸
以

上
百
戸
以
下
の
も

の
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

十
二
万
三
千
円 

二
十
九
万
円 

二
十
四
万
七
千
円 

二
十
万
五
千
円 

十
五
万
六
千
円 

九
万
六
千
円 

七
万
二
千
円  

五
万
七
千
円 

三
十
四
万
二
千
円 

二
十
九
万
千
円 

二
十
二
万
千
円 

十
五
万
九
千
円 
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⑶ 
⑴
及
び

⑵
以
外
の

建
築
物 

 

建
築
物
の
延
べ
面
積
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

あ 建
築
物
の
延
べ
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

一

万

平

方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
の
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 建
築
物
の
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ 

 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

二

万

五

千

平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
あ
あ
あ

あ 

四
十
九
万
千
円 

四
十
二
万
七
千
円 

三
十
六
万
千
円 

二
十
九
万
円  

十
九
万
八
千
円 

十
五
万
四
千
円  

十
二
万
三
千
円 

四
十
九
万
千
円 

四
十
二
万
七
千
円 

三
十
六
万
千
円 

二
十
九
万
円  

十
九
万
八
千
円 

十
五
万
四
千
円  
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別
表
第
三
３
の
項
及
び
４
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                   

３ 

建
築
物
省
エ
ネ
法

第
三
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ
ー
消
費
性
能
向

上
計
画
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る
審

査 
１ 

申
請
に
併

せ
て
建
築
物

省
エ
ネ
法
第

三
十
五
条
第

一
項
各
号
に

掲
げ
る
基
準

に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を

示
す
書
類
と

し
て
区
長
が

定
め
る
も
の

が
提
出
さ
れ

た
場
合
あ
あ

あ
あ 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
別
表
第
一
24
の
２
の
項
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
係
る
計
画
に
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査

を
す
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
部
分
ご
と
に
同
表
６
の
２
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四

に
規
定
す
る
昇
降
機
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
い
て
同
表
24
の
４
の
項
又
は
24
の
５
の
項
に
掲
げ

る
額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
） 

 

⑵ 

⑴

以

外

の

建

築

物

あ

あ
あ 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 

イ 

非
住
宅
部
分 

ア 

住
宅
部
分
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
第

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
部

分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
五
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
千
平

方
メ

ー
ト
ル

未
満

の 

も
の 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
未

満
の
も

の
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
ー 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
の
も

の
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
ー 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
五
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
二
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
未

満
の
も

の
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
ー 

八
万
四
百
円 

二
万
七
千
百
円 

一
万
六
千
七
百
円 

九
千
七
百
円 

八
万
千
円 

四
万
六
千
円 

二
万
千
円 

九
千
七
百
円 

五
千
百
円 

認

定

申

請

の

と

き

。

あ 
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２ 
１

以

外

の

場

合

あ

あ

a
a

 

  

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

⑴ 

一
戸

建
て
住

宅 

 

ア 

住
宅

部
分 

イ 

誘
導
仕
様
基
準
以
外
に
よ
る

場
合 

ア 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合

あ 

 

(ｱ) 

誘
導
仕
様
基
準

に
よ
る
場
合 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
五

千
平
方

メ
ー
ト
ル

未
満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
二

千
平
方

メ
ー
ト
ル

未
満 

の
も
の 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト
ル

未
満
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
住

宅
の

床
面
積

の
合

計
が
二

百
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
住

宅
の

床
面
積

の
合

計
が
二

百
平

方

メ
ー
ト
ル

未
満
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
住

宅
の

床
面
積

の
合

計
が
二

百
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
住

宅
の

床
面
積

の
合

計
が
二

百
平

方

メ
ー
ト
ル

未
満
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
一

万
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
二
万

五
千

平
方
メ

ー
ト

ル 

未
満
の
も

の
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ 

あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
一
万

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

十
七
万
九
千
円 

十
一
万
八
千
円 

六
万
六
千
円 

三
万
八
千
円 

三
万
八
千
四
百
円 

三
万
四
千
四
百
円 

二
万
二
千
円 

二
万
円 

二
十
万
千
円 

十
六
万
千
円 

十
二
万
八
千
円 
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イ 

非
住

宅
部
分 

 

(ｱ) 

モ
デ
ル
建
物
法

（
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
量
の
算
出
に
用

い
る
べ
き
標
準
的
な

建
築
物
及
び
省
令
第

十
条
第
一
号
イ
⑴
に

規
定
す
る
屋
内
周
囲

空
間
の
年
間
熱
負
荷

（
以
下
「
屋
内
周
囲

空
間
の
年
間
熱
負

荷
」
と
い
う
。
）
の

算
出
に
用
い
る
べ
き

も
の
と
し
て
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
建

築
物
を
用
い
て
評
価

す
る
方
法
を
い
う
。

４
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
る
場
合

あ 

 

(ｲ) 

誘
導
仕
様
基
準

以
外
に
よ
る
場
合

あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
一

万
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
二

万
五
千

平
方
メ
ー

ト
ル 

未
満
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
一

万
平
方

メ
ー
ト
ル

未
満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
五

千
平
方

メ
ー
ト
ル

未
満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
千

平
方
メ

ー
ト
ル
未

満
の 

も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト
ル

未
満
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
五

千
平
方

メ
ー
ト
ル

未
満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
二

千
平
方

メ
ー
ト
ル

未
満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト
ル

未
満
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 

四
十
三
万
五
千
円 

三
十
七
万
千
円 

三
十
万
九
千
円 

二
十
三
万
五
千
七
百
円 

十
四
万
五
千
七
百
円 

十
一
万
七
百
円 

八
万
七
千
百
円 

二
十
八
万
千
円 

十
九
万
六
千
円 

十
一
万
六
千
円 

六
万
九
千
百
円 
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４ 

 

建
築
物
省
エ
ネ
法

第
三
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ
ー
消
費
性
能
向

上
計
画
の
変
更
の

認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

 

１ 

申
請
に
併

せ
て
建
築
物

省
エ
ネ
法
第

三
十
五
条
第

一
項
各
号
に

掲
げ
る
基
準

に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を

示
す
書
類
と

し
て
区
長
が

定
め
る
も
の

が
提
出
さ
れ

た
場
合 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
い

て
別
表
第
一

24
の
２
の
項
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
係
る
計
画
に
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
す
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
部
分
ご
と
に
同
表
６
の
２
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
昇
降
機

に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
い
て
同
表

24
の
４
の
項
又
は

24
の
５
の
項
に
掲
げ
る
額
の

手
数
料
を
加
え
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
） 

 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 

 
 

(ｲ) 

標
準
入
力
法
等

（
実
際
の
設
計
仕
様

の
条
件
を
基
に
算
定

し
た
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
及
び
屋

内
周
囲
空
間
の
年
間

熱
負
荷
を
用
い
て
評

価
す
る
方
法
を
い

う
。
４
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
よ
る

場
合
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
一

万
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
二
万

五
千

平
方
メ

ー
ト

ル 

未
満
の
も

の
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
一
万

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
五
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
千
平

方
メ

ー
ト
ル

未
満

の 

も
の 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
未

満
の
も

の
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
ー 

三
千
七
百
円 

八
十
七
万
千
円 

七
十
六
万
三
千
円 

六
十
四
万
六
千
円 

五
十
二
万
三
千
七
百
円 

三
十
六
万
七
千
百
円 

二
十
八
万
四
千
四
百
円 

二
十
二
万
七
千
百
円 

変

更

認

定

申

請

の

と

き
。 
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せ
て
建
築
物

省
エ
ネ
法
第

三
十
五
条
第

一
項
各
号
に

掲
げ
る
基
準

に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を

示
す
書
類
と

し
て
区
長
が

定
め
る
も
の

が
提
出
さ
れ

た
場
合
あ
あ

あ 

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物
築

物
あ
あ 

イ 

非
住
宅
部
分 

ア 

住
宅
部
分 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

万
五

千 

平
方
メ
ー

ト
ル
以

上
の
も

の
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
一

万
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
二
万

五
千

平
方
メ

ー
ト

ル 
未
満
の
も
の 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
一
万

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
五
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
千
平

方
メ

ー
ト
ル

未
満

の 

も
の 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト
ル

未
満
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
五
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
二

千
平
方

メ
ー
ト
ル

未
満 

の
も
の 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
未

満
の
も

の
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
ー 

十
四
万
千
円 

十
一
万
三
千
円 

九
万
円    

五
万
六
千
四
百
円 

一
万
九
千
百
円 

一
万
千
八
百
円  

六
千
九
百
円 

五
万
七
千
円 

三
万
二
千
円 

一
万
五
千
円 

六
千
九
百
円 
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２ 

１
以
外
の

場
合 

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物
あ

あ 

⑴ 

一
戸

建
て
住

宅 

ア 

住
宅

部
分 

イ 

誘
導
仕
様
基
準
以
外
に
よ
る

場
合 

ア 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合

あ 

(ｲ) 
誘
導
仕
様
基
準

以
外
に
よ
る
場
合

あ 

(ｱ) 

誘
導
仕
様
基
準

に
よ
る
場
合
あ
あ

あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
五
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
二
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト
ル

未
満
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
五
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
二
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
未

満
の
も

の
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
ー 

当
該
住

宅
の

床
面
積

の
合

計
が
二

百
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
住

宅
の

床
面
積

の
合

計
が
二

百
平

方

メ
ー
ト
ル

未
満
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
住

宅
の

床
面
積

の
合

計
が
二

百
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ 

当
該
住

宅
の

床
面
積

の
合

計
が
二

百
平

方

メ
ー
ト
ル

未
満
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 

十
三
万
八
千
円  

八
万
千
円 

四
万
八
千
五
百
円 

十
二
万
五
千
円 

八
万
三
千
円 

四
万
六
千
円 

二
万
六
千
円 

二
万
七
千
円 

二
万
四
千
二
百
円 

一
万
五
千
円 

一
万
四
千
円 
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イ 

非
住

宅
部
分 

 

(ｲ) 

標
準
入
力
法
等
に

よ
る
場
合 

(ｱ) 

モ
デ
ル
建
物
法
に

よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
千
平

方
メ

ー
ト
ル

未
満

の 
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト
ル

未
満
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
一

万
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
二
万

五
千

平
方
メ

ー
ト

ル 

未
満
の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
一
万

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
五
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
千
平

方
メ

ー
ト
ル

未
満

の 

も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
三

百
平

方

メ
ー
ト
ル

未
満
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト
ル

以
上
の

も
の
あ

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ 

二
十
五
万
七
千
百
円 

十
九
万
九
千
二
百
円 

十
五
万
九
千
百
円 

三
十
万
五
千
円 

二
十
六
万
円 

二
十
一
万
六
千
円 

十
六
万
五
千
百
円 

十
万
二
千
百
円 

七
万
七
千
六
百
円 

六
万
千
百
円 

十
九
万
七
千
円 
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別
表
第
三
５
の
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴ 

及
び
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
及
び
」
に
、
「
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
⑵ 

  

」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
」
に
改
め
、
「
同
号
ロ
⑶
に
定
め
る
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に

「
又
は
誘
導
仕
様
基
準
」
を
加
え
、
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴ 

 

若
し
く
は 

」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
」
に
、
「
第

一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵ 

」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
」
に
、
「
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合
」
を
「
仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕

様
基
準
に
よ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
表
備
考

11
中
「
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
」
の
下
に
「
（
誘
導
仕
様
基
準
以
外
に
よ
る
場

合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
表
備
考

12
中
「
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
」
を
「
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
（
誘
導

仕
様
基
準
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
」
に
改
め
、
「
仕
様
基
準
」
の
下
に
「
又
は
誘
導
仕

様
基
準
」
を
加
え
る
。 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
一

万
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
二
万

五
千

平
方
メ

ー
ト

ル 

未
満
の
も
の 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
五

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
一
万

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の 

当
該
部

分
の

床
面
積

の
合

計
が
二

千
平

方

メ
ー
ト

ル
以

上
五
千

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満 

の
も
の 

六
十
一
万
円 

五
十
三
万
五
千
円 

四
十
五
万
三
千
円 

三
十
六
万
六
千
七
百
円 

 

 

(ⅰ) 

(ⅰ) 

(ⅰ) 

(ⅱ) 

(ⅱ) 
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（
説 

 

明
） 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
手
数
料
の
徴
収
項
目
を
追
加
す
る
ほ
か
、
規
定
を

整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
六
号 

 
 

 

文
京
区
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

五
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
「
か
か
わ
ら
ず
、
」
の
下
に
「
令

第
十
四
条
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
「
三
人
」
を
「
二
人
」
に
、
「
令
第
十
四
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
十
月
以
後

の
月
分
の
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
係
る
費
用
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
九
月
以
前
の
月
分
の
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
係

る
費
用
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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（
説 

 

明
） 

多
子
世
帯
に
係
る
利
用
者
負
担
の
軽
減
措
置
の
拡
充
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
七
号 

 
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
区
民
フ
ロ
ア
ト
イ
レ
等
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
区
民
フ
ロ
ア
ト
イ
レ
等
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
区
民
フ
ロ
ア
ト
イ
レ
等
改
修
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
区
民
フ
ロ
ア
ト
イ
レ
等
改
修
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
三
億
二
千
百
二
十
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
石
三
丁
目
二
十
九
番
二
十
六―

一
〇
一
号 

山
口
建
設
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

山
口
巖 

  

（
説 
 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
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い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 
考
） 

一 

工 
 

 
期 

 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
五
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

施
設
管
理
費 

令
和
六
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
八
号 

 
 

 

文
京
区
立
湯
島
小
学
校
増
築
校
舎
借
上
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
湯
島
小
学
校
増
築
校
舎
借
上
契
約 

 

文
京
区
立
湯
島
小
学
校
校
舎
増
築
の
た
め
、
左
記
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
湯
島
小
学
校
校
舎
増
築 

二 

契

約

の

方

法 
 

指
名
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
八
億
三
千
七
百
六
十
七
万
二
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
三
番
地
麹
町
ス
ク
エ
ア
六
階 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
内
藤
ハ
ウ
ス
東
京
支
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
締
役
支
店
長 

伊
藤
誠
二 

  

（
説 
 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
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い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 
考
） 

一 

契

約

期

間 
 

令
和
五
年
七
月
四
日
か
ら
令
和
十
年
六
月
三
十
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
五
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

令
和
六
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
七
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
九
年
度 
債
務
負
担
行
為 

令
和
十
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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